
告 示

�愛媛県告示第７６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２７年１月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

心療内科こころのクリニックたちばな 松山市東雲町２番地２ 橘 厚子 精神通院医療 平成２７年
１月１日

興居島診療所 松山市由良町１１６５番地２ 医療法人興居島診療所 精神通院医療 平成２７年
１月１日

はしもと脳神経外科 松山市馬木町２２３０－１ 橋本 尚樹 精神通院医療 平成２７年
１月１日

トマト調剤薬局日赤前店 松山市平和通１丁目６番地１３ 株式会社徳島共和薬品 精神通院医療（薬
局）

平成２７年
１月２９日

たんぽぽ薬局松山日赤前店 松山市平和通一丁目５番地１５ たんぽぽ薬局株式会社 精神通院医療（薬
局）

平成２７年
１月１日

アルファ調剤薬局 松山市三番町４丁目４番地９ 内海ビ
ル２階 株式会社アルティザン 精神通院医療（薬

局）
平成２７年
１月１日

アルファ調剤薬局横河原店 東温市横河原１８０－１ ガリレオビル
１階 株式会社アルティザン 精神通院医療（薬

局）
平成２７年
１月１日

ちひろ薬局大手町店 松山市大手町一丁目４番地１ 株式会社ちひろ 精神通院医療（薬
局）

平成２７年
１月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２６４０号 平成２７年１月２３日
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�愛媛県告示第７７号
保安林の指定施業要件を変更する件（平成２６年１０月農林水産省告

示第１４１４号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を内子町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成２７年１月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

喜多郡内子町寺村７
上浮穴郡小田町大字寺村５５５
番地
藤 田 典 生

森林所有者

喜多郡内子町中川２１１６
喜多郡内子町中川２９４８番地

那 須 明 穂
〃

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び内子

町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第７８号
保安林の指定施業要件を変更する件（平成２６年１０月農林水産省告

示第１４１４号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を内子町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成２７年１月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

喜多郡内子町臼杵１８２８、
１８２９の１

上浮穴郡小田町大字寺村１０９７
番地
谷 浩 一

森林所有者

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び内子

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市飯岡土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２７年１月２３日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

退 任

松山薬局石井店 松山市東石井２丁目２２番４５号 株式会社松山薬局 精神通院医療（薬
局）

平成２７年
１月１日

いちょう薬局 松山市平和通一丁目５番地１７ 愛ファーマシー株式会社 精神通院医療（薬
局）

平成２７年
１月１日

かいてき調剤薬局平和通店 松山市平和通１丁目６番地１０ 有限会社アメニティ・ライフ・エイド 精神通院医療（薬
局）

平成２７年
１月１日

マイ薬局平和通店 松山市平和通１丁目３番地１２ 有限会社マイン 精神通院医療（薬
局）

平成２７年
１月１日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 悟 西条市飯岡２０番地

〃 神 野 親 啓 西条市飯岡１２０５番地

〃 秦 孝 敏 西条市飯岡１３５５番地

〃 秦 輝 幸 西条市飯岡８９１番地

〃 藤 田 正 夫 西条市飯岡７８８番地

〃 越 野 毅 西条市早川２２９７番地の１

〃 一 色 和 夫 西条市飯岡２３０３番地

〃 藤 田 閏一郎 西条市飯岡５９２番地

〃 越 智 克 己 西条市飯岡２２４１番地

〃 越 智 文 雄 西条市飯岡１８４９番地の１

〃 国 田 定 義 西条市飯岡１８０７番地

〃 越 智 正 一 西条市飯岡２６１７番地１

〃 伊 藤 朝 男 西条市大浜６１８８番地

〃 寺 田 和 照 西条市飯岡３１１８番地２

〃 寺 田 近 夫 西条市飯岡３３５５番地

〃 下 村 信 義 西条市飯岡３０７０番地５

〃 真 鍋 清 隆 西条市飯岡３９８４番地

〃 浅 野 幾 義 西条市下島山６０７番地

〃 藤 田 正 史 西条市飯岡２２３１番地

監 事 佐 竹 正 文 西条市飯岡３９８４番地

〃 寺 田 祝 啓 西条市飯岡３８１１番地

〃 秦 捷 治 西条市飯岡１３２５番地

〃 西 原 敏 西条市下島山甲５６９番地

愛 媛 県 報平成２７年１月２３日 第２６４０号
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�愛媛県告示第８０号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２７年１月２３日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２７年１月１３日

３ 指定道路の位置

四国中央市金生町下分字森ノ木７８２番３

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３４．２９メートル

� 幅員 ５．００メートル

�愛媛県告示第８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２７年１月２３日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第８３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 悟 西条市飯岡２０番地

〃 秦 保 志 西条市飯岡１１０２番地

〃 秦 孝 敏 西条市飯岡１３５５番地

〃 秦 輝 幸 西条市飯岡８９１番地

〃 藤 田 正 夫 西条市飯岡７８８番地

〃 越 野 毅 西条市早川２２９７番地の１

〃 一 色 和 夫 西条市飯岡２３０３番地

〃 曽我部 文 雄 西条市飯岡６８８番地

〃 越 智 克 己 西条市飯岡２２４１番地

〃 越 智 文 雄 西条市飯岡１８４９番地の１

〃 国 田 定 義 西条市飯岡１８０７番地

〃 一 色 恭 行 西条市飯岡１９６３番地２

〃 伊 藤 朝 男 西条市大浜６１８８番地

〃 寺 田 和 照 西条市飯岡３１１８番地２

〃 越 智 泰 則 西条市飯岡３２１５番地１

〃 岡 一 雄 西条市飯岡３１５９番地４

〃 佐 竹 正 文 西条市飯岡３９８４番地

〃 浅 野 幾 義 西条市下島山６０７番地

監 事 佐 竹 尚 西条市飯岡３９８５番地

〃 寺 田 祝 啓 西条市飯岡３８１１番地

〃 秦 捷 治 西条市飯岡１３２５番地

〃 西 原 敏 西条市下島山甲５６９番地

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 桜井山路線 今治市国分四丁目甲５１７番地先 平成２７年１月２３日

〃 〃
今治市国分三丁目甲４１１番１地先から

同市国分三丁目甲３８６番５地先まで
〃

〃 〃
今治市国分二丁目甲２０６番９地先から

同市国分二丁目甲２０８番１地先まで
〃

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６中局建（開）第４０号

平成２７年１月１３日

伊予市米湊字西ノ原３９８番１、３９８番２、３９８番３、３９８番４、３９８番５、３９８

番６、３９８番７、３９８番８及び３９９番１

松山市朝生田町三丁目３番４号

有限会社 朝生田住宅

代表取締役 田 中 浩

愛 媛 県 報平成２７年１月２３日 第２６４０号
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�愛媛県告示第８５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

八幡浜市土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・川上地区）の施行を平成２７年１月

１３日認可した。

平成２７年１月２３日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

平成２７年１月２３日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第８４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２７年１月２３日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２７年１月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社水野企画 有限会社水野企画 八幡浜営業所 愛媛県八幡浜市１５１０番地５３ 平成２６年１２月１日 福祉用具貸与

有限会社水野企画 有限会社水野企画 八幡浜営業所 愛媛県八幡浜市１５１０番地５３ 平成２６年１２月１日 特定福祉用具販売

株式会社宮田建設 ホームヘルパーステーションあおい 愛媛県宇和島市伊吹町甲１２２６番地１ 平成２６年１２月２９日 訪問介護

株式会社宮田建設 あおいデイサービスセンター 愛媛県宇和島市伊吹町甲１２２６番地１ 平成２６年１２月３１日 通所介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社水野企画 有限会社水野企画 八幡浜営業所 愛媛県八幡浜市１５１０番地５３ 平成２６年１２月１日 介護予防福祉用具
貸与

有限会社水野企画 有限会社水野企画 八幡浜営業所 愛媛県八幡浜市１５１０番地５３ 平成２６年１２月１日 特定介護予防福祉
用具販売

株式会社宮田建設 ホームヘルパーステーションあおい 愛媛県宇和島市伊吹町甲１２２６番地１ 平成２６年１２月２９日 介護予防訪問介護

株式会社宮田建設 あおいデイサービスセンター 愛媛県宇和島市伊吹町甲１２２６番地１ 平成２６年１２月３１日 介護予防通所介護

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２７年１月８日 特定非営利活動法人
エイジングサポートセンター 谷 川 まゆみ 松山市みどりケ丘５番１５号 本法人は、会員や市民に対して児童福祉、身体

障害者（児）福祉、知的障害者（児）福祉、精
神障害者福祉、高齢者福祉に対する理解を深め、
これらの者の人権を守り、生活の質の向上のた
めに、自立支援に関する相談や支援事業を行う
ことにより、福祉の増進を図り、もって社会全
体の利益の増進に寄与することを目的とする。
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選挙管理委員会告示
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�愛媛県選挙管理委員会告示第９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２７年１月２３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２７年１月２３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

１ 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主たる事務所の所在地 公職の種類 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

維新の党衆議院愛媛県第２選挙区支
部 横 山 博 幸 平 岡 清 樹 今治市旭町１丁目１－３ 衆議院議員 平成２６年１２月５日

２ 国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

ふじた誠一後援会 藤 田 誠 一 藤 田 愛 新居浜市庄内町６丁目８－４８ 平成２６年１２月９日

松下行吉後援会 松 下 行 吉 松 下 幸 子 伊予郡砥部町岩谷口１３５ 平成２６年１２月１８日

�愛媛県選挙管理委員会告示第８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２７年１月２３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

石川みのる後援会 代 表 者 渡 邊 伸 久 村 上 挙 明 平成２６年１２月３日

黒川洋介後援会 代 表 者 黒 川 洋 介 曽 波 勉 平成２６年１２月１５日

会 計 責 任 者 黒 川 いずみ 吉 田 達 哉

自由民主党愛媛県新居浜
市第二支部 会 計 責 任 者 黒 川 洋 介 吉 田 達 哉 平成２６年１２月１５日 政党の支部

西原司と笑顔の仲間 会 計 責 任 者 佐々木 久 代 山之内 晃 平成２６年１２月１５日

�橋一郎後援会 代 表 者 久 門 哲 夫 三 並 保 平成２６年１２月１６日

会 計 責 任 者 � 橋 宏 彰 野々下 正 人

自由民主党愛媛県石油販
売業支部 会 計 責 任 者 山 内 章 正 三 原 英 人 平成２６年１２月１７日 政党の支部

愛媛県商工連盟連合会八
幡浜支部 代 表 者 鈴 木 欽次郎 菊 池 公 孝 平成２６年１２月１８日

会 計 責 任 者 長谷川 寿 清 水 英 璋

民主党愛媛県総支部連合
会 代 表 者 都 築 旦 永 江 孝 子 平成２６年１２月２２日 政党の支部
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公営企業公告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２７年１月２３日

愛媛県立中央病院長

西 村 誠 明

１ 入札に付する事項

� 件名

感染性廃棄物処分業務の委託

� 委託業務名及び予定数量

感染性廃棄物処分業務：約４，６００，０００リットル

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書等による。

� 委託期間

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

松山市及び近隣市町にある処理施設に限る。

� 入札方法

入札金額は、１リットル当たりの単価を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の８パ－セントに相当する額を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成２６・２７・

２８年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有す

ると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の業務の実績を有し、委託業務について、

適切かつ迅速に履行し得る体制が整備されていることを証明し

た者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院事務局総務医事課会計係

〒７９０―００２４

愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線 ５５２８

� 入札書の受領期限

平成２７年３月９日（月）午後１時３０分

� 入札説明書の交付等

ア 交付期間

平成２７年１月２３日（金）から２月２０日（金）までの執務時

間中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前８時

３０分から午後５時１５分までをいう。）

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２７年３月９日（月）午後１時３０分

愛媛県立中央病院 ３階 カンファレンス会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示し

た業務を履行できることを証明する書類を、平成２７年２月２０

日（金）までの執務時間中に３�に掲げる場所に提出しなけ
ればならない。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

イ 入札書は、封入して、受領期限までに提出しなければなら

ない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると愛媛県立中央病院長が

判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条に

おいて例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定に

基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Disposal of Infectious Waste for Ehime Prefectural Central

Hospital，approximately４，６００，０００ liters

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

一人でも多くの人を笑顔に笑顔でつ
くる松山市民の会 竹 村 宗 範 平成２６年１１月１７日

篠 田 美 登 後 援 会 篠 田 美 登 平成２６年１１月１５日

徳 丸 一 志 後 援 会 尾 上 勇 平成２６年１２月１４日

みんなの党愛媛県議会第１支部 横 山 博 幸 平成２６年１１月２８日

みんなの党愛媛県伊予市議会第１支
部 平 岡 清 樹 平成２６年１１月２８日

みんなの党愛媛県松山市議会第１支
部 角 藤 純 平成２６年１１月２８日
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� Time limit of tender：１：３０ p．m．，９March２０１５

� For further information，please contact： Accounting

Section，General and Medical Affairs Division，Secretariat，

Ehime Prefectural Central Hospital，８３ Kasugamachi，

Matsuyama，Ehime７９０―００２４ Japan

TEL０８９―９４７―１１１１ Ext５５２８

平成２７年１月２３日 発行
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